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(57)【要約】
【課題】コンテンツ記録再生装置から携帯機器などに自
動転送する際、よりユーザの意図を反映させたい。
【解決手段】第１記録メディア１１６は、所定のコンテ
ンツを記録する。第２記録メディア装着部１１２は、着
脱自在な可搬性のある第２記録メディア３００が装着さ
れる。登録部１０３は、第１記録メディア１１６からコ
ンテンツを書き込むべき第２記録メディア３００の識別
情報を登録する。制御部１０４は、登録部１０３に登録
されている識別情報を持つ第２記録メディア３００が第
２記録メディア装着部１１２に装着されると、それに起
因して第１記録メディア１１６に記録されたコンテンツ
を第２記録メディア３００に書き込むよう制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のコンテンツを記録する第１記録メディアと、
　着脱自在な可搬性のある第２記録メディアを装着するための装着部と、
　前記第２記録メディアの識別情報と前記第１記録メディアに記録されたコンテンツを特
定する情報との関連づけを保持する登録部と、
　前記登録部に保持されている識別情報を持つ第２記録メディアが前記装着部に装着され
ると、それに起因して前記識別情報の関連づけられたコンテンツを前記第２記録メディア
に書き込むよう制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするコンテンツ記録再生装置。
【請求項２】
　前記関連づけは、複数の前記第２記録メディアの識別情報によってグループを構成し、
前記識別情報群と前記第１記録メディアに記録されたコンテンツを特定する情報とを関連
づけ、
　前記制御部は、前記登録部に保持されている前記グループに含まれるいずれかの識別情
報を持つ第２記録メディアが前記装着部に装着されると、それに起因して前記グループに
関連づけられたコンテンツを装着された前記第２記録メディアに書き込むよう制御するこ
とを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ記録再生装置。
【請求項３】
　所定の指示を受け付け、前記登録部に登録する受付部をさらに備え、
　前記受付部は、前記コンテンツの録画予約と当該コンテンツの前記第２記録メディアへ
の書き込み予約を一連の操作により受け付けることを特徴とする請求項１または２に記載
のコンテンツ記録再生装置。
【請求項４】
　所定のコンテンツを記録する第１記録メディアと、
　着脱自在な可搬性のある第２記録メディアを装着するための装着部と、
　複数の第２記録メディアの識別情報を複数のグループに分類して保持する第１登録部と
、
　前記第１記録メディアに記録されているコンテンツについて、前記複数のグループのう
ち少なくとも一つを書き込み先として保持する第２登録部と、
　前記第２記録メディアが前記装着部に装着されると、その第２記録メディアの識別情報
を特定し、前記第１登録部を参照してその識別情報の属するグループを特定し、前記第２
登録部を参照して、特定されたグループが書き込み先として指定されたコンテンツがある
場合、指定されたコンテンツを当該第２記録メディアに書き込むよう制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするコンテンツ記録再生装置。
【請求項５】
　所定のコンテンツを記録する第１記録メディアと、
　着脱自在な可搬性のある第２記録メディアを装着するための装着部と、
　複数の第２記録メディアの識別情報を複数のグループに分類して保持する第１登録部と
、
　前記第１記録メディアに記録されるべく予約されたコンテンツあるいは前記第１記録メ
ディアに記録されているコンテンツについて、前記複数のグループのうち少なくとも一つ
を書き込み先として保持する第２登録部と、
　前記第２記録メディアが前記装着部に装着されると、その第２記録メディアの識別情報
を特定し、前記第１登録部を参照してその識別情報の属するグループを特定し、前記第２
登録部を参照して、特定されたグループが書き込み先として指定されたコンテンツがある
場合、指定されたコンテンツを当該第２記録メディアに書き込むよう制御する制御部と、
　を備えることを特徴とするコンテンツ記録再生装置。
【請求項６】
　前記第２登録部は、前記第１記録メディアに記録されるべく予約されたコンテンツにつ
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いて、前記複数のグループのうち少なくとも一つを書き込み先とし指定するための第１リ
ストと、
　第１記録メディアに記録されたコンテンツについて、前記複数のグループのうち少なく
とも一つを書き込み先として指定する第２リストを保持し、
　前記第１登録部は、前記第１リストにおいて書き込み先グループの指定があるコンテン
ツの記録が始まる、あるいは、終了すると、当該コンテンツにたいする書き込み先グルー
プの指定を削除するとともに当該コンテンツにたいする前記書き込み先グループの指定を
第２リストに登録することを特徴とする請求項４に記載のコンテンツ記録再生装置。
【請求項７】
　所定の指示を受け付け、前記第１登録部および前記第２登録部に登録する受付部をさら
に備え、
　前記受付部は、前記コンテンツの録画予約と当該コンテンツの前記第２記録メディアへ
の書き込み予約を一連の操作により受け付けることを特徴とする請求項４または５に記載
のコンテンツ記録再生装置。
【請求項８】
　着脱自在な可搬性のある複数の第２記録メディアの識別情報を複数のグループに分類し
て登録する第１登録ステップと、
　所定のコンテンツを記録する第１記録メディアに記録されているコンテンツについて、
前記複数のグループのうち少なくとも一つを書き込み先として登録する第２登録ステップ
と、
　前記第２記録メディアが装着部に装着されると、その第２記録メディアの識別情報を特
定し、前記第１登録ステップにより登録された情報を参照して、その第２記録メディアの
識別情報の属するグループを特定し、前記第２登録ステップにより登録された情報を参照
して、特定されたグループが書き込み先として指定されたコンテンツがある場合、指定さ
れたコンテンツを当該第２記録メディアに書き込むよう制御する書き込みステップと、
　を備えることを特徴とする予約記録方法。
【請求項９】
　着脱自在な可搬性のある複数の第２記録メディアの識別情報を複数のグループに分類し
て登録する第１登録ステップと、
　所定のコンテンツを記録する第１記録メディアに記録されるべく予約されたコンテンツ
あるいは前記第１記録メディアに記録されているコンテンツについて、前記複数のグルー
プのうち少なくとも一つを書き込み先として登録する第２登録ステップと、
　前記第２記録メディアが装着部に装着されると、その第２記録メディアの識別情報を特
定し、前記第１登録ステップにより登録された情報を参照して、その第２記録メディアの
識別情報の属するグループを特定し、前記第２登録ステップにより登録された情報を参照
して、特定されたグループが書き込み先として指定されたコンテンツがある場合、指定さ
れたコンテンツを当該第２記録メディアに書き込むよう制御する書き込みステップと、
　を備えることを特徴とする予約記録方法。
【請求項１０】
　着脱自在な可搬性のある第２記録メディアの識別情報を登録するステップと、
　所定の時間に放送または配信されるコンテンツの第１記録メディアへの録画予約と、当
該コンテンツの第２記録メディアへの書き込み予約を一連の操作により受け付けるステッ
プと、
　前記識別情報を持つ第２記録メディアが装着部に装着されると、それに起因して前記第
１記録メディアに記録されたコンテンツを前記第２記録メディアに書き込むよう制御する
ステップと、
　を備えることを特徴とする予約記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、コンテンツを記録し、管理するコンテンツ記録再生装置および予約記録方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタル放送の開始に伴い、デジタル放送される番組を受信し、ＤＶＤ、ブルーレ
イディスク、ハードディスクなどの記録メディアに記録し、再生することのできる記録再
生装置が普及してきている。それと共に、携帯型音楽プレーヤ、携帯型ゲーム機器、携帯
電話機、スマートフォンなどの携帯機器も普及してきている。このような環境下、自宅の
記録再生装置に録画した番組を携帯機器に移動または複製して、外で番組を視聴するとい
うスタイルが定着してきている。また、自宅の記録再生装置に記録した番組をカーナビゲ
ーション装置などの車載機器で視聴するというスタイルも提案されている。
【０００３】
　このようなスタイルでは、記録再生装置から携帯機器等にコンテンツを移動または複製
する必要があるが、その操作は煩雑である。これに対し、携帯機器などに搭載される記録
メディアが記録再生装置に接続されると、自動的にコンテンツをその記録メディアに移動
または複製する自動転送技術がある。
【０００４】
　特許文献１は、記録装置を開示する。この記録装置は、予約情報に基づいて記録メディ
アに記録されたコンテンツを携帯再生装置に送信するための送信方針情報を設定し、当該
記録装置に当該携帯再生装置が接続された際に、設定された送信方針情報に従ってコンテ
ンツを当該携帯再生装置に送信する。
【特許文献１】特開２００６－１９７５１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した自動転送技術を採用すると、携帯機器等のユーザは、取り込みたくないまたは
取り込む必要のないコンテンツまで記録再生装置から取り込んでしまう事態が発生する。
たとえば、一台の記録再生装置を家族で共有する場合、自分以外のユーザが録画または録
音したコンテンツを取り込んでしまう事態が発生する。
【０００６】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたもので、その目的は、携帯機器などにコンテン
ツを持ち出すユーザの意図を的確に反映させた自動転送を実行することができるコンテン
ツ記録再生装置および予約記録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のある態様のコンテンツ記録再生装置は、所定のコンテンツを記録する第１記録
メディアと、着脱自在な可搬性のある第２記録メディアを装着するための装着部と、第２
記録メディアの識別情報と第１記録メディアに記録されたコンテンツを特定する情報との
関連づけを保持する登録部と、登録部に保持されている識別情報を持つ第２記録メディア
が装着部に装着されると、それに起因して識別情報の関連づけられたコンテンツを第２記
録メディアに書き込むよう制御する制御部と、を備える。
【０００８】
　本発明の別の態様の予約記録方法は、着脱自在な可搬性のある第２記録メディアの識別
情報を登録するステップと、所定の時間に放送または配信されるコンテンツの第１記録メ
ディアへの録画予約と、当該コンテンツの第２記録メディアへの書き込み予約を一連の操
作により受け付けるステップと、識別情報を持つ第２記録メディアが装着部に装着される
と、それに起因して前記第１記録メディアに記録されたコンテンツを前記第２記録メディ
アに書き込むよう制御するステップと、を備える。
【０００９】
　なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記
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録メディア、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様とし
て有効である。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、携帯機器などにコンテンツを持ち出すユーザの意図を的確に反映させ
た自動転送を実行することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、実施の形態に係るコンテンツ記録再生装置１０の構成を示す。
　コンテンツ記録再生装置１０は、受付部１００、予約登録部１０３、制御部１０４、メ
ディア登録部１０５、ＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ１０６、Ｄ／Ａ変換部１０８、表示装置１
１０、第２記録メディア装着部１１２、第１記録メディア１１６、チューナ１２０、伝送
路復号部１２２、およびＴＳ分離／選択部１２４を備える。
【００１２】
　これらの構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他
のＬＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって
実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。し
たがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれら
の組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである
。
【００１３】
　アンテナ２００は、デジタル変調された放送信号を受信する。コンテンツ記録再生装置
１０は、アンテナ２００からデジタル放送を受信し、受信したデジタル放送のコンテンツ
を記録メディアに記録する。ユーザから再生を指示されると、記録メディアに記録したコ
ンテンツを再生する。
【００１４】
　チューナ１２０は、制御部１０４からの指示に従って、アンテナ２００で受信された放
送信号から、ユーザが選択したチャンネルの信号を抽出する。伝送路復号部１２２は、チ
ューナ１２０により抽出された信号を、デジタルデータに変換し、ＴＳ分離／選択部１２
４へ出力する。このデジタルデータは、ＭＰＥＧ２で符号化された映像音声データと制御
記述子を含むＭＰＥＰ－トランスポートストリーム（ＴＳ）である。ＴＳ分離／選択部１
２４は、映像音声データ（制御記述子を分離後のＭＰＥＧ－トランスポートストリーム（
ＴＳ））と制御記述子を分離する。
【００１５】
　第１記録メディア１１６は、所定のコンテンツを記録する。第１記録メディア１１６は
、コンテンツ記録再生装置１０本体に内蔵された記録メディアである。たとえば、ハード
ディスクを採用することができる。
【００１６】
　第２記録メディア装着部１１２は、着脱自在な可搬性のある第２記録メディア３００を
装着するためのスロットである。第２記録メディア３００は、ＤＶＤ、ブルーレイディス
ク、メモリカード、リムーバブルハードディスクなどを採用することができる。ここで、
第２記録メディア３００の形態は、ＤＶＤ、ブルーレイディスクのような記録メディアそ
のものであってもよいし、メモリカード、リムーバブルハードディスクのような制御機能
の付いたドライブ型のメディアであってもよいし、携帯型音楽プレーヤなどの携帯機器に
内蔵されたものであってもよい。なお、第２記録メディア３００は自己を特定することが
できる識別情報を記録している。この識別情報については後述する。第２記録メディア装
着部１１２は、第２記録メディア３００が装着されると、装着検知信号を制御部１０４に
送信する。
　第２記録メディア３００は、所定のコンテンツを記録する。
【００１７】
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　メディア登録部１０５は、複数の第２記録メディア３００の識別情報を複数のグループ
に分類した登録リストを保持する。このグループは、第２記録メディア３００の利用者ま
たは利用目的の単位で分類されることが可能である。たとえば、ひとりのユーザが、複数
の記録メディアを所有する場合、それらの識別情報が一つのグープルに分類される。なお
、複数のユーザに対して一つのグループを形成してもよい。また、ひとりのユーザが目的
によって複数のグループを形成し、使い分けてもよい。また、すべての第２記録メディア
３００を個別に指定する場合、グループに分類しなくてもよい。
　以下では、説明を簡単にするために、すべてグループで指定するものとする。この場合
でも、個別に第２記録メディア３００を指定したい場合は、１つの第２記録メディア３０
０によって、１つのグループを構成すればよい。
　ここではメディア登録部１０５が、登録リストを保持するとしたが、これを第１記録メ
ディア１１６に記録するようにしてもよい。この場合、メディア登録部１０５は、これを
第１記録メディア１１６に記録／読込を行うよう制御をする。
【００１８】
　予約登録部１０３は、録画予約リストおよび書込予約リストを保持する。予約録画リス
トは、録画予約管理するリストデータである。録画予約リストは、録画日時（録画開始日
時、録画終了日時など）、録画モード（ハイディフニション：ＨＤ、スタンダート：ＳT
、ロングプレイ：ＬＰなど）、チャンネル番号、書き込み先の情報（登録リストのエント
リ番号）などを含む。書込予約リストは、第１記録メディア１１６に記録されたコンテン
ツの第２記録メディア３００への書き込みの予約を管理する。すなわち、第１記録メディ
ア１１６に記録されたコンテンツと、それの書き込み先のグループを関連づけるリストデ
ータである。録画予約リストおよび書込予約リストは、受付部１００を介してなされるユ
ーザの指示および制御部１０４からの指示にしたがって書き換えられる。
　ここでは予約登録部１０３が、録画予約リストおよび持出予約リストを保持するとした
が、これらのいずれかあるいは双方のリストを、第１記録メディア１１６に記録するよう
にしてもよい。この場合、予約登録部１０３は、これらのいずれかあるいは双方のリスト
を第１記録メディア１１６に記録／読込を行うよう制御をする。
【００１９】
　受付部１００はリモコン受光部１０１および表示パネル１０２を含む。リモコン受光部
１０１は、ユーザがコンテンツ記録再生装置１０に対して指示を入力するためのリモート
コントローラ（図示せず）から発せられる光を受信して、ユーザからの指示を取得し、メ
ディア登録部１０５、予約登録部１０３および制御部１０４に伝える。表示パネル１０２
は、メディア登録部１０５、予約登録部１０３および制御部１０４からの各種情報などを
表示し、ユーザに伝える。
【００２０】
　受付部１００は、コンテンツの録画予約と当該コンテンツの第２記録メディア３００へ
の書き込み予約を一連の操作により受け付けることができる。受付部１００は、ユーザ操
作に応じて、コンテンツの録画予約の指示を受け付けるとき、上記書き込み先も合わせて
受け付けることができる。また、そのコンテンツの録画終了後、第２記録メディア３００
が第２記録メディア装着部１１２に装着される前に、ユーザ操作に応じて、当該書き込み
先を受け付けることもできる。
　受付部１００は、各コンテンツについて、メディア登録部１０５に保持された登録リス
トに登録された複数のグループのうち少なくとも一つを書き込み先として受け付け、予約
登録部１０３に登録を指示する。
【００２１】
　制御部１０４は、受付部１００を介したユーザ指示あるいは予約登録部１０３が保持す
る予約録画リストおよび持出予約リストに基づいて、放送受信時、ＴＳ分離／選択部１２
４にて分離された映像音声データをデコードするようにＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ１０６に
指示をする。録画時、ＴＳ分離／選択部１２４にて分離された映像音声データをデコード
するようにＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ１０６に指示するとともに、その映像音声データを第
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１記録メディア１１６あるいは第２記録メディア３００に記録するよう制御する。書き込
み時、第１記録メディア１１６と第２記録メディア３００間の映像音声データの複製また
は移動を制御する。コンテンツ再生時、第１記録メディア１１６あるいは第２記録メディ
ア３００に記録され映像音声データを読み込み、デコードするようにＭＰＥＧ－ＴＳデコ
ーダ１０６を制御する。
【００２２】
　制御部１０４は、予約登録部１０３の保持する録画予約リストに登録されている放送番
組の録画を自動的に行うよう制御する。具体的には、録画予約リストに登録される録画予
約の予約開始時間に達すると、自動的に当該予約の内容に基づいて、チャンネルの設定を
チューナ１２０に指示し、ＴＳ分離／選択部１２４にて分離された映像音声データを第１
記録メディア１１６に記録するよう制御する。そして、録画終了時間に達すると記録を停
止する。録画開始後（録画終了後でもよい）、予約登録部１０３に対して、録画予約リス
トから当該予約を削除するとともに、当該予約に対して移動先が指定されている場合には
、書込予約リストに録画したコンテンツとその書き込み先を登録するよう制御する。
【００２３】
　制御部１０４は、メディア登録部１０５の保持する登録リストに登録されている識別情
報を持つ第２記録メディア３００が第２記録メディア装着部１１２に装着されると、それ
に起因して第１記録メディア１１６に記録されたコンテンツを第２記録メディア３００に
書き込むよう制御する。すなわち、制御部１０４はユーザからの指示がなくても、第２記
録メディア装着部１１２から装着検知信号を受けると、当該コンテンツを第２記録メディ
ア３００に自動的に書き込むよう制御する。
　具体的には、制御部１０４は、第２記録メディア３００が第２記録メディア装着部１１
２に装着されると、その第２記録メディア３００の識別情報を第２記録メディア３００か
ら読み込み、メディア登録部１０５の保持する登録リストを参照してその識別情報の属す
るグループを特定する。そして、予約登録部１０３の保持する書込予約リストを参照し、
そのグループが書き込み先として指定されたコンテンツ有無を確認する。指定されたコン
テンツがある場合、当該第２記録メディア３００に指定されたコンテンツを書き込むよう
制御する。
【００２４】
　ここで、書き込むとは、複製および移動を含む概念とする。複製は、第１記録メディア
１１６に記録されたコンテンツが第２記録メディア３００に書き込まれた後、第１記録メ
ディア１１６に記録されたコンテンツがそのまま維持される形態である。移動は、第１記
録メディア１１６に記録されたコンテンツが第２記録メディア３００に書き込まれた後、
第１記録メディア１１６に記録されたコンテンツが消去または再生不能とされる形態であ
る。
【００２５】
　ＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ１０６は、ＴＳ分離／選択部１２４により分離された映像音声
データあるいは、第１記録メディア１１６または第２記録メディア３００に記録された音
声映像データ（ＭＰＥＧ－トランスポートストリーム（ＴＳ）をデコードする。Ｄ／Ａ変
換部１０８は、ＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ１０６によりデコードされたデジタルデータをア
ナログ信号に変換する。表示装置１１０は、Ｄ／Ａ変換部１０８により変換されたアナロ
グの映像信号を表示する。
【００２６】
　図２は、メディア登録部１０５によって保持される登録リストのデータ構造を示す図で
ある。
　メディア登録部１０５には、登録リストが構築される。登録リストは一つ以上のエント
リを持つ。各エントリは、グループ名、登録数、および一つ以上の識別情報を含む。図２
では、登録リストに三つのエントリが構築されている。エントリ１はグループＡを管理し
、グループＡには、識別情報「ＦＳ２３４３５３４」および識別情報「ＢＲ３６６７ＤＦ
５」が含まれる。エントリ２はグループＢを管理し、グループＢには、識別情報「３４５



(8) JP 2009-141531 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

３６ＤＦ４Ｔ」、識別情報「ＤＪＥＩＨＦ３５７」および識別情報「５３３ＳＤＲ３４３
」が含まれる。エントリ３はグループＣを管理し、グループＣには、識別情報「ＪＤＩＥ
Ｗ０９８９」および識別情報「５３５ＡＥ５７ＧＦ」が含まれる。
【００２７】
　これらの識別情報は、たとえば、第２記録メディア３００の製造時に記録されたメディ
アＩＤやシリアルナンバーなどであってもよい。また、メディア初期化時に記録されたも
のであってもよいし、第２記録メディア装着部１１２に最初に装着されたときに、制御部
１０４の指示によって記録されたものであってもよい。これらの識別情報のグループ化は
、第２記録メディア装着部１１２に装着された状態で、制御部１０４によってなされる。
なお、登録リストへの識別情報の登録および登録リストからの識別情報の削除はユーザの
指示によって行われる。
【００２８】
　以下、コピーワンスが付されたデジタル放送番組を録画し、録画した番組を第２記録メ
ディア３００に自動転送する例を説明する。コピーワンスはデジタルコンテンツの著作権
保護方式の一つで、一度だけコピーを許可する方式である。したがって、デジタル放送番
組を第１記録メディア１１６に録画した後、その番組を第２記録メディア３００に転送す
る場合、移動となる。なお、総務省は地上デジタル放送について、録画された番組を９回
までコピーすることを許可する方向で検討している（２００７年１０月現在）。
【００２９】
　図３は、予約登録部１０３によって保持される録画予約リストのデータ構造を示す図で
ある。
　予約登録部１０３には、録画予約リストが構築される。録画予約リストは一つ以上の予
約を保持する。各予約は、周期、開始日時、終了日時、チャンネル、モードおよびグルー
プエントリ番号を含む。
【００３０】
　周期は１バイトで記述され、最上位ビットが周期の有無を示し、その次のビットから最
下位ビットが、それぞれ月曜日から日曜日の録画予約の有無を示す。予約２では、周期が
０ｘＡ０＝”10100000”であるため、毎週月曜日に録画されるように設定されている。予
約３では、周期が０ｘＦＣ＝”11111100”であるため、毎週月～金曜日に録画されるよう
に設定されている。予約１は周期が設定されていない。
【００３１】
　モードは録画画質を示し、「０」がＨＤ（高品位）、「１」がＳＴ（標準）、および「
２」がＬＰ（長時間）を示す。エントリーグループは、登録リストのエントリ番号（図２
参照）を示す。「０」は設定無し（持ち出し予約無し）を示す。
【００３２】
　図４は、図３に示した録画予約リストに基づく予約リスト画面５００を示す図である。
　図４では、三つの録画予約が登録されている。一番目の録画予約は、チャンネルが「１
０１」、録画日が「６／１０」、録画時間が「１０：００～１１：００」、モードが「Ｌ
Ｐ（ロングプレー）」である。二番目の録画予約は、チャンネルが「１０４」、録画日が
「毎月曜」、録画時間が「２２：００～２２：３０」、モードが「ＳＴ（スタンダード）
」、周期が「Ｒ１（週に一回）」、持ち出しグループが「グループＢ」である。三番目の
録画予約は、チャンネルが「１０１」、録画日が「毎月火水木金」、録画時間が「８：３
０～８：４５」、モードが「ＳＴ（スタンダード）」、周期が「Ｒ５（週に五回）」、持
ち出しグループが「グループＡ」である。
【００３３】
　これらのグループは、上述した第２記録メディア３００のグループである。このように
、録画予約する際、自動転送すべき第２記録メディア３００のグループを指定することが
できる。なお、一番目の録画予約はグループが指定されていない。したがって、一番目の
番組予約にしたがい録画された番組は、第２記録メディア装着部１１２にいずれの第２記
録メディア３００が装着されても、自動転送されない。二番目の番組予約にしたがい録画
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された番組は、グループＢに属する第２記録メディア３００が装着された場合、自動転送
される。三番目の番組予約にしたがい録画された番組は、グループＡに属する第２記録メ
ディア３００が装着された場合、自動転送される。
【００３４】
　図５は、予約登録部１０３によって保持される番組移動前の持出予約リストのデータ構
造を示す図である。
　予約登録部１０３には、持出予約リストが構築される。持出予約リストは一つ以上のグ
ループを保持する。各グループは、予約数およびファイル名を含む。
【００３５】
　たとえば、録画されたコンテンツは２つのファイルPRG0001.AVC（映像音声データ）PRG
0001.IFO（映像音声データに関する付帯情報）によって構成することができる。PRG0001.
IFOは、チャンネル番号(101)、録画時間(6/7,8:45-8-45)、モード(1:ST)、番組名（EPGや
制御記述子で得られる場合）などを含むことができる。持出リストの画面表示には、PRG0
001.IFOが参照される。なお、持出リストには、ファイル名にかえてコンテンツのＩＤを
記録してもよい。第１記録メディア１１６に記録されているコンテンツが特定できる情報
であれば何でもよい。ＩＤはPRG0001.IFOに記録しておけばよい。
【００３６】
　図６は、図５に示した持出予約リストに基づく番組移動前の移動リスト画面５１０を示
す図である。
　図６は、６月１４日（水）の１２：００に、第２記録メディア３００が第２記録メディ
ア装着部１１２に装着されたときの画面を示す。この画面は、図４に示した録画予約にし
たがい録画された番組のリストを示す。なお、図４において一番目の番組予約にしたがい
録画された番組は、自動転送すべきグループが指定されなかったため、第２記録メディア
３００が装着されてもリストに表示されない。制御部１０４は、装着された第２記録メデ
ィア３００の識別情報を特定し、メディア登録部１０５が保持する登録リストを参照して
その識別情報の属するグループを特定する。ここではグループＡに属するものとする。制
御部１０４は、持ち出しグループが「グループＡ」に指定されている番組を第２記録メデ
ィア３００に移動するよう制御する。
【００３７】
　図７は、予約登録部１０３によって保持される番組移動後の持出予約リストのデータ構
造を示す図である。
　グループ１に属する番組が第２記録メディア３００に持ち出された後の状態を示す。
【００３８】
　図８は、図７に示した持出予約リストに基づく番組移動後の移動リスト画面５２０を示
す図である。
　持ち出しグループが「グループＡ」に指定されている番組が第１記録メディア１１６か
ら第２記録メディア３００に移動し、持ち出しグループが「グループＢ」に指定されてい
る番組のみが表示されている。
【００３９】
　図９は、実施の形態に係るコンテンツ記録再生装置１０の動作を説明するためのフロー
チャートである。
　まず、制御部１０４は、第２記録メディア装着部１１２から装着検知信号を受信すると
（Ｓ１０のＹ）、第２記録メディア装着部１１２に装着された第２記録メディア３００の
識別情報を読み込む（Ｓ１１）。制御部１０４は、読み込んだ識別情報が属するグループ
を、持ち出しグループとして指定した番組があるか否かを判定する（Ｓ１２）。ない場合
（Ｓ１２のＮ）、処理を終了する。ある場合（Ｓ１２のＹ）、当該グループが指定されて
いる番組をすべて第２記録メディア３００に転送する（Ｓ１３）。
【００４０】
　以上説明したように本実施の形態によれば、あらかじめ転送先の識別情報を登録してお
くことにより、携帯機器などにコンテンツを持ち出すユーザの意図を的確に反映させた自



(10) JP 2009-141531 A 2009.6.25

10

20

30

40

動転送を実行することができる。コンテンツ記録再生装置に搭載される第１記録メディア
の容量が年々、増大しており、非常に多くのコンテンツを記録することができるようにな
ってきている。このような状況では、どのコンテンツを持ち出すか取捨選択することが煩
雑になってきている。これに対し、録画または録音したコンテンツをすべて携帯機器など
に自動転送すると、不必要なコンテンツまで転送されることになり、携帯機器などの記録
容量を圧迫してしまう。
【００４１】
　本実施の形態によれば、自動転送すべき第２記録メディア３００の種別をコンテンツご
とに設定することができるため、ユーザの意図を的確に反映させた自動転送を実行するこ
とができる。また、自動転送すべき第２記録メディア３００をグループ化し、自動転送す
べきグループを指定可能とすることにより、一人が複数の記録メディアあるいは数台の記
録メディア内蔵型携帯機器などを所有している場合で、どの記録メディアに転送して視聴
してもよい場合、簡素な操作で自動転送指示を設定することができる。すなわち、自動転
送すべき第２記録メディア３００のすべてを指定する必要がなく、一つのグループを指定
するだけで足りることになる。
【００４２】
　以上、本発明を実施の形態をもとに説明した。実施の形態は例示であり、それらの各構
成要素や各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変
形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４３】
　上記の実施の形態では、コンテンツとしてデジタル放送されるテレビ番組を想定したが
、コンテンツは、静止画、動画、音声、あるいはそれらの任意の組合せであってもよく、
テキストデータを含むものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】実施の形態に係るコンテンツ記録再生装置の構成を示す図である。
【図２】メディア登録部によって保持される登録リストのデータ構造を示す図である。
【図３】予約登録部によって保持される録画予約リストのデータ構造を示す図である。
【図４】図３に示した録画予約リストに基づく予約リスト画面を示す図である。
【図５】予約登録部によって保持される番組移動前の持出予約リストのデータ構造を示す
図である。
【図６】図５に示した持出予約リストに基づく番組移動前の移動リスト画面を示す図であ
る。
【図７】予約登録部によって保持される番組移動後の持出予約リストのデータ構造を示す
図である。
【図８】図７に示した持出予約リストに基づく番組移動後の移動リスト画面を示す図であ
る。
【図９】実施の形態に係るコンテンツ記録再生装置の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　コンテンツ記録再生装置、　１００　受付部、　１０１　リモコン受光部、　１
０２　表示パネル、　１０３　予約登録部、　１０４　制御部、　１０５　メディア登録
部、　１０６　ＭＰＥＧ－ＴＳデコーダ、　１０８　Ｄ／Ａ変換部、　１１０　表示装置
、　１１２　第２記録メディア装着部、　１１６　第１記録メディア、　１２０　チュー
ナ、　１２２　伝送路復号部、　１２４　ＴＳ分離／選択部、　２００　アンテナ、　３
００　第２記録メディア。　
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